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議案第１３号 

君津市国保診療所に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市国保診療所に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。 

平成３０年２月２０日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

国保小櫃診療所の業務日及び業務時間を、当分の間、変更するため、君津市国保診療所

に関する条例（昭和５５年君津市条例第２４号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

君津市国保診療所に関する条例の一部を改正する条例 

君津市国保診療所に関する条例（昭和５５年君津市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。 

 附則に次の２項を加える。 

３ 当分の間、国保小櫃診療所の業務日については、第７条第１項第１号の規定にかかわ

らず、同号中「日曜日から火曜日まで及び木曜日から土曜日まで」とあるのは「日曜日、

火曜日、木曜日及び金曜日」とする。 

４ 当分の間、国保小櫃診療所の業務時間については、第７条第２項第１号の規定にかか

わらず、同号ア中「日曜日、月曜日、木曜日及び金曜日」とあるのは「日曜日」と、同

号イ中「火曜日及び土曜日」とあるのは「火曜日、木曜日及び金曜日」とする。 

   附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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君津市国保診療所に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

附 則 附 則 

１～２ 省略 １～２ 省略 

３ 当分の間、国保小櫃診療所の業務日については、第７条第１項第

１号の規定にかかわらず、同号中「日曜日から火曜日まで及び木曜

日から土曜日まで」とあるのは「日曜日、火曜日、木曜日及び金曜

日」とする。 

４ 当分の間、国保小櫃診療所の業務時間については、第７条第２項

第１号の規定にかかわらず、同号ア中「日曜日、月曜日、木曜日及

び金曜日」とあるのは「日曜日」と、同号イ中「火曜日及び土曜日」

とあるのは「火曜日、木曜日及び金曜日」とする。 


